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(株)龍環境計画美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書

1）計画地概要

A-01

秋吉地区中心部のまちの構造

秋芳地域の位置

計画地周辺の現状 秋芳体育館　外観秋吉公民館　外観

　2008年の美祢市、美東町との合併により、旧秋芳町

役場は、美祢市秋芳総合支所として、それまでの秋芳

町役場庁舎として使っていた建物（築60年以上経過）

をそのまま転用し、行政サービスを展開してきた。

　新秋芳総合支所整備は、合併後10年以上が経過し、

建物の老朽化が進行していく中で、施設の建て替えを

契機に、総合支所、公民館、図書館を複合させて、新

しい秋芳地域の中心となる複合公共施設をつくる計画

である。

　新秋芳総合支所庁舎の基本設計は、基本計画（2020

年）で位置付けた、「みんなが頼りにできるくらしの

中心をつくる」という目標を実現するための４つの要

素を、具体的な姿として示すことを目標としている。

　本施設の計画地は、秋芳総合支所、秋吉公民館、秋

芳図書館・秋芳体育館、などの公共施設が立地する秋

吉地区の中心部にある。古くは、赤間関街道中道筋の

宿場であり、秋芳洞、秋吉台という全国屈指の景勝地

の入り口という立地上の特性を有し、地域の中心地と

しての役割を担ってきた場所である。

■計画の背景 ■計画地概要
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・　住民が取り組む地域活動などを集めた地域情報の受・発信拠点

・　本や情報を集め、困った時に頼りになる知的情報拠点としての施設

・　秋吉台・秋芳洞などの観光資源やジオパークなどのビジターセンターとして、情報発信拠点の役割を担う場所

・　ICT環境の整備を進め、本庁、美東総合支所とのネットワークにより円滑な運営が行われる施設

　「みんなで力を合わせて、地域の子どもと文化を育てるコミュニティの拠り所をつくる」

　新総合支所整備の最大の目的は、総合支所、公民館、図書館という３種類の公共施設を複合して整備することで、

秋芳地域の中心に、再度「みんなが頼りにできる暮らしの中心をつくる」ことにある。

　その目標を実現するために、基本計画では、

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 A-02

2）計画方針

■新総合支所整備の目的

　新総合支所庁舎の基本設計の役割は、基本計画に示された４つの目標を実現するための拠点としての具体的な建

築の姿を描くことである。

■基本設計の方針

２.みんなが様々な活動を展開する場所

■基本設計の目標

・　住民がそれぞれに自由な活動を展開し、自らの力を振るうことができる場所

・　さまざまな地域活動や、まちづくり活動の拠点として、多世代に利用される施設

・　配食サービスなど、地域ボランティア活動にみんなで取り組める場所

・　中庭を囲むように広がる市民ロビーで、サロンやギャラリーなど市民の様々な活動を展開する場所

３.みんなをつなぐ情報拠点

・　安心して出産や子育てができるよう子育て世代を応援し、子ども達の健やかな育ちと学びを支える場所

・　健康増進活動や、体力維持のための軽運動、子どもの遊び場として利用できる場所

・　災害時には、最低限の機能を維持できるよう、構造計画、設備計画に配慮し、住民の避難場所としての役割を

　担う場所

・　環境への負荷を抑え、維持管理にお金のかからない、地球環境に優しい建築

４.みんなのくらしを支える場所 

　秋芳総合支所、秋吉公民館、秋芳図書館が複合していることのメリットを最大限生かし、子育て、コミュニティ

活動、文化活動、産業活動など、複合的な活動を展開するための「拠り所」として頼りになる場所をつくり、秋芳

地域固有の大地の構造や、歴史を大切にし、次代を担う子どもと、地域文化を育てる活動の拠点として地域のみん

なに愛される建築となることを目指している。

という４つの要素が備わった拠点が必要であるということを位置付けた。

　１.みんなが気軽に集まる世代を越えた居場所

　２.みんなが様々な活動を展開する場所 

　３.みんなをつなぐ情報拠点

　４.みんなのくらしを支える場所 

・　子どもからお年寄りまで、みんなが普段着のまま気軽に集まれるエンガワのような居場所

・　複合していることの利点を生かし、複合利用･重複利用により、コンパクトにつくり、大きく使える施設

・　子どもたちが学校帰りに立ち寄り、勉強や、バスの時間待ちなどに使う場所

・　ユニバーサルデザインを徹底し、子どもからお年寄りまですべての人が使いやすい施設

■新総合支所の役割
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いロビーによって、ゆるやかにつなぎながら、全体が

ひとつの建築として融合することを目指している。
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工事名称

地名地番 美祢市秋芳町秋吉5353番地1、5355番地、5357番地

■建築概要

■周辺案内図　S=1:7,500

■敷地周辺図　S=1:800
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(株)龍環境計画美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 A-03S=1:7,500 S=1:800
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美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書

2）配置計画・外構計画・動線計画

(株)龍環境計画 A-04S=1:500

■基本的な考え方

１.　現在、秋芳体育館が建っている場所に、体育館を解体後、建設する。

２.　新総合支所庁舎の建設後、既存の公民館を解体して駐車場とする。

３.　既存の図書館は解体しないで、大量の地域資料や、これまでの行政文書の保管庫として活用する。

４.　既存のテニスコート、秋芳中学校プールは、そのまま機能を維持するため、新総合支所とのつながりを注意

　 深く計画する必要がある。プール更衣室棟は、新しく建て替える。

５.　県道31号に面して施設への主要な出入口を設ける。計画地への公共交通機関として「あんもないと号」の延

　 伸が予定されているため、敷地内にバス停を確保する。

６.　施設管理や、災害時のために、建物の周囲に管理道路を設けている。

来館者の動線

車の動線

動線の凡例



建具を開くと壁面が
大きな姿見になる

夜間受付
ｶｳﾝﾀｰ

管理用
ｼｬｯﾀｰ

ｶﾌｪｺｰﾅｰ

稼働間仕切りを開けると
一室として利用できる

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ
を確保

地域情報・
６次産業商品

ｳｫｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ

ｳｫｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ

ｶﾗｵｹやﾊﾞﾝﾄﾞの
練習に利用できる
防音性の高い部屋

ｷｯﾁﾝｶｰや
移動販売車の

ｽﾍﾟｰｽ

イベント時には
駐車場とつながって
利用できる

公用車(軽)
駐車場 4台程度

駐車場からのｱﾌﾟﾛｰﾁ

ﾌﾟｰﾙ更衣室棟

ｷｭｰﾋﾞｸﾙや受水
槽など、必要な
設備を集約して
設置する

冷暖房時に必要に
応じて閉められる

管理用
建具

管理用
建具

管理用
建具

管理用
ｼｬｯﾀｰ

特定防火設備
戸(常開)

管理用
建具

雨の日でも
濡れずに
施設に入れる

外のﾎｰﾙとしてｲﾍﾞﾝﾄ利用や、
子どもの遊び場として
利用できる柔らかい空間

集会、ｲﾍﾞﾝﾄ利用、軽ｽﾎﾟｰﾂ、
太鼓の練習、子育て広場の遊
び場などに利用できる、屋根
の架かった広場

あんもないと号
の停車

ｽﾃｰｼﾞ代わり
にも利用可能

ｱｸﾃｨﾌﾞな活動や、避難所利用時には
防災テラスとして利用可能

市民ﾛﾋﾞｰ、ふれあ
いﾛﾋﾞｰが諸室をゆ
るやかにつなぐ

窓口
ｶｳﾝﾀｰ

窓口
ｶｳﾝﾀｰ

管理用
通路

ｱｸﾃｨﾌﾞﾃﾗｽ

駐車場

執務
ｽﾍﾟｰｽ

訪問介護
ｽﾃｰｼｮﾝ

県道31号

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

道
路
幅
員
 1
3,
30
0

前面道路(法第42条1項1号)

車寄せ

管理用
通路

バス停

浄化槽

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

受水槽

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

消火水槽

プール更衣室棟
（別途設計）

外部
水道

駐車場

バス停

風除室

自販機

民間施設
事務室

宿直室

調理室

職員
通用口

区長文書
作業室

書庫・倉庫
(上部ｻｰﾊﾞｰ)

流し・作業台・収納等

収
納

和室
24畳程度

倉庫サロン 収
納

作業台

倉庫

食器
棚

書架

書架

収納

給湯

印刷
ｺｰﾅｰ

掲示板

ｷｯﾁﾝｶｰ

移動
販売車

多目的ホール

ｴﾝｶﾞﾜ

学習室

小会議室

会議室 研修室収納

収納

流し

多機能
ﾄｲﾚ

男子ﾄｲﾚ

女子ﾄｲﾚ

SK

金庫
等

多機能
ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

閉架書庫

市民ﾛﾋﾞｰ

ふれあい
ﾛﾋﾞｰ

自販
機

公民館・
図書館事務

読み聞かせ
ｺｰﾅｰ

ｴﾝﾄﾗﾝｽ
広場

(半外部)

相談室

外のホール
(中庭)

図書館

乳幼児
連れ
配慮

給湯・
休憩室

勝手口
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3）平面計画

(株)龍環境計画 A-05S=1:300

１.　通りに面して、大きな半外部のエントランス広場を設け、気軽に入りやすい雰囲気としている。

２.　エントランスから、ふれあいロビー、市民ロビーが、中庭を囲むようにつながり、市民が様々な活動を展開

　 する場所としている。

３.　Ｌ型につながるロビー空間は、総合支所、公民館、図書館のそれぞれの空間要素をわかりやすくつないでい

　 る。

４.　施設全体の要の位置に総合支所執務スペースを置き、全体が見渡せ、利用者相互に活動の気配を感じられる

　 構成としている。

■基本的な考え方

５.　倉庫などの閉鎖性の高い諸室は西側にまとめ、アクティブな利用が想定される多目的ホールは、駐車場に開

　 くことができる東側に配置している。

６.　直射日光を好まない図書館は、北側の優しい光を取り入れることができる位置に設けている。通りに面した

　 図書館での活動の様子を、道行く人が感じることができる。

７.　南側のテニスコート、プール側から、中庭へ抜ける通り抜けの通路をトイレの横に設けている。トイレは、

　 外部からも使用が可能である。

８.　開館時間の異なる部屋を区切るセキュリティラインを細く設定し、柔軟な運用ができる構成としている。



   

会議室
ｶｳﾝﾀｰ

会議室、市民ﾛﾋﾞｰ、図書館  断面図

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ
端末

ﾌﾟｰﾙ更衣室棟
（別途設計）

前面道路

▽
道

路
境

界
線

10
0.5

10
0.8

10
0.5

バス停
市民ロビー 図書館

ｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ

ｻｲﾝ

下弦材 
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4）断面計画・環境計画（１）

(株)龍環境計画 A-06S=1:200

■基本的な考え方

　建築空間の組み立て段階での工夫、出来るだけ設備に頼らない工夫、ライフサイクルコストの低減を図るための

工夫、などにより、環境への負荷の少ない建築を実現する。

　高い屋根と、低い屋根と２段の屋根で構成し、段差の部分に北側の安定した光を取り入れるために、高窓を設置

する。

■木造部分の考え方

・　原則的に、地域産木材等を使ってつくるため、通常確保できる住宅に使用する程度の部材断面を使った断面構

　成とする。

・　本来の木が持っている特性を生かし、継手、仕口の工夫により、短い材の組み合わせによる架構を工夫する。

■RC造部分の考え方

・　原則として、壁、梁までをRC造とし、屋根は木造による架構、または鉄骨造による架構として、RCスラブを

　無くし、建物全体の軽量化を図る。

■自然採光・自然通風の活用

・　南の窓、東の窓、西側の窓、それぞれ光の入射角度に応じた採光の工夫、遮光の対策を施す。

・　高窓を利用して自然の風を取り込み、風の流れを促進する窓の位置や開口の開け方をデザインする。

■ランニングコストの削減

・　屋根、壁、開口部などの外皮の断熱性能を高め、冷暖房にかかるエネルギーを低減する。

・　LED照明や高効率型の空調、節水型の衛生機器などを活用し、ランニングコストを低減する。

■長期修繕計画に基づく計画的な維持管理の実践

・　将来的に必要となる修繕箇所や修繕に係る費用を前もって検討し、計画的な維持管理を行う。

・　長期修繕計画については、実施設計段階において検討する。

■その他環境への配慮事項

・　メンテナンス性に配慮した建築材料、設備機器や、再生材料による資材を積極的に利用する。

・　敷地内を適宜緑化し、周辺環境や景観に配慮する。

夏季
断熱性能の
高い屋根

自然通風

自然通風

冬季

北側からの安定
した自然採光

北側からの安定
した自然採光

住宅に使用する程度の部材
断面で構成する屋根架構

住宅に使用する程度の部材
断面で構成する屋根架構

区長文書
作業室

10
0.5

市民ﾛﾋﾞｰ執務ｽﾍﾟｰｽ

支所、区長文書作業室

350
×
800

450
×
650

和室

ｴﾝｶﾞﾜ

多目的ﾎｰﾙ、和室

多目的ﾎｰﾙ

▽
隣

地
境

界
線

10
0.8

10
0.5

450
×
650

450
×
750

ｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ

窓口ｶｳﾝﾀｰ

ｻｲﾝ

中庭 

自然通風

北側からの安定
した自然採光

冬季

夏季
断熱性能の
高い屋根

H鋼や山形鋼などで構成
する軽快な屋根架構

自然通風

西日対策

西日対策

自然通風

住宅に使用する程度の部材
断面で構成する屋根架構

東側からの
自然採光
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4）断面計画・環境計画（２）

(株)龍環境計画 A-07

地域の区分 1 2 3 4 5 6 7 8

UA値 0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 －

■外皮平均熱貫流率(UA値)の基準値

　地域区分５の地域が満たすべき外皮平均熱貫流率（UA値）は、0.87W/㎡・Kである。

外壁 床（基礎） 開口部

アルミ製サッシ
+

Low-E複層
ガラス

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b
t=100程度

熱貫流率：3.49

外皮平均熱貫流率UA=0.87以下を目安とする

■基本的な考え方

　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（改正建築物省エネ法、2021年4月施行）に

基づき、建築物エネルギー消費性能基準等に適合する性能を確保する。

　基本設計においては、美祢市が該当する地域区分に応じた外皮平均熱貫流率(UA値)を目安に、断熱材の仕様を選

定する。

熱貫流率：3.49断熱材の熱抵抗値：3.57

木
造
の
部
分

RC
造
の
部
分

■断熱材の仕様および外皮性能の目標

　屋根、外壁、基礎の断熱および、開口部の仕様について、外皮性能計算に基づき、以下の構成を基本とする。

出典：建築環境・省エネルギー機構

現行制度

非住宅建築物 住宅

大規模
(2,000㎡以上)

中規模
(300㎡以上、

2,000㎡未満)

届出義務

[基準に適合せず、
    必要と認める場合、

指示・命令など]

届出義務

[基準に適合せず、
    必要と認める場合、

指示・命令など]

改正後

非住宅建築物 住宅

大規模
(2,000㎡以上)

中規模
(300㎡以上、

2,000㎡未満)

適合義務

[建築確認手続きに連動]

届出義務

[基準に適合せず、
    必要と認める場合、

指示・命令など]

特定建築物

適合義務

[建築確認手続きに連動]

特定建築物

適合義務

[建築確認手続きに連動]

特定建築物

所管行政庁の
審査手続きを

合理化

↓
監督(指示・命令など)

の実施に重点化

■地域区分

　美祢市は、「地域区分５」に定められている。

屋根 

床(基礎)

外壁(a-1)：
Al-Zn合金ﾒｯｷ着色鋼板 t=0.4 竪ﾊｾﾞ葺

断熱材：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種bA t=75

外部

内部

▽柱芯 

外壁-3：
外装薄塗材E(RC下地)

断熱材：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種bA t=50

外部

内部 

屋根

アルミ製サッシ
+

Low-E複層
ガラス

断熱材

仕上材 Al-Zn合金ﾒｯｷ着色鋼板葺 等

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b
t=75程度

Al-Zn合金ﾒｯｷ着色鋼板葺、
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞの上 外装薄塗材E 等

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b
t=30程度

各部位
の構成
ｲﾒｰｼﾞ

断熱
性能

屋根：
Al-Zn合金ﾒｯｷ着色鋼板 t=0.4 竪ﾊｾﾞ葺

外部

内部

▽柱芯 

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b
t=75程度

断熱材

仕上材 Al-Zn合金ﾒｯｷ着色鋼板葺 等

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b
t=50程度

Al-Zn合金ﾒｯｷ着色鋼板葺、
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞの上 外装薄塗材E 等

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b
t=30程度

各部位
の構成
ｲﾒｰｼﾞ

断熱
性能

内部

基礎下 

断熱材の熱抵抗値：2.68 断熱材の熱抵抗値：1.79

タイルカーペット、ビニル床
シート、複合フローリング 等

断熱材の熱抵抗値：2.68 断熱材の熱抵抗値：1.79断熱材の熱抵抗値：1.79

屋根：
Al-Zn合金ﾒｯｷ着色鋼板 t=0.4 竪ﾊｾﾞ葺

外部

内部

▽柱芯 

内部

基礎下 

ー

ー

タイルカーペット、ビニル床
シート、複合フローリング 等

ー

ー

開口部外壁



棟① 棟②

その他の建築物
（一般部分）

耐火建築物（S26年通達による別棟扱い）
（多目的ホール周辺部分）

特定防火
設備戸

木造

544㎡程度889㎡程度

一般製材による

多目的ホールが200㎡を超えるため、
周辺機能と併せて耐火建築物とする。

1,000㎡以下として、
その他の建築物とする。

支所のバックヤード、会
議室、研修室、トイレ等
をRC造とし、水平力を
負担させる

支所執務空間、図書館、
市民ロビーなどを木造とし
て、柔らかい空間とする

(多目的ホールの屋根は、大スパンであることから、
 S造とする)

多目的ﾎｰﾙ周辺はRC造耐火建築物
として、水平力を負担させる

▲

▼

▲

RC造

(屋根は木造として、建物の
 自重を軽くする) RC造

RC造
(屋根：RC造、一部S造)

(屋根：木造)

１階建て

耐火建築物

防
火

区
画

(
1
5
0
0
㎡

以
内

毎
)

防
火

壁
(
1
0
0
0
㎡

以
内

毎
)

(
準

耐
火

建
築

物
の

場
合

は
不

要
)

(高さ要件)

1000㎡ (面積要件)2000㎡ 3000㎡

防
火

区
画

(
1
5
0
0
㎡

以
内

毎
)

２階建て

３階建て

４階建て

準耐火建築物または
その他の建築物

（最高高さ16m以下)

防
火

壁
(
1
0
0
0
㎡

以
内

毎
)

(
準

耐
火

建
築

物
の

場
合

は
不

要
)

■基本的な考え方

　本建築は、子どもから高齢者まで、利用する市民に対して、できるだけ柔らかく優しい空間を提供したい思い

と、地域産木材を活用したい思いから、木造で建てられる部分を増やしている。

　建築する側の思いは、建物の安全性の確保があって初めて意味を持つ。火に強いRC建築物と、人に優しい木造

建築物を組み合わせて、建築基準法などに準拠した建物の安全性を担保する防・耐火計画が重要である。

　本建築は、延べ床面積1,430㎡程度であり、木造建築を実現するためには、1,000㎡以下に区画するなどの対応

が必要である。（図：関連法規の整理 参照）

　公民館の主要な機能である多目的ホールが260㎡であるため、多目的ホール部分を耐火建築物とする必要があ

ることなどの要件を満たす計画である。

図：防・耐火の考え方と構造方式

２.多目的ホールの部分

・　本建築の防・耐火計画と、それを実現する構造方式については、図に示す通りである。

・　多目的ホール周辺をRC構造の耐火建築物とし、特定防火設備戸により区画する。

・　残りの部分の床面積を1,000㎡以下に抑え、地域産木材を使った木造建築の可能性を担保する。

　　（図：防・耐火の考え方と構造方式 参照）

■防・耐火の考え方と構造方式

・　床面積3,000㎡以下かつ3階建て(高さ16m以下)までは、準耐火建築物またはその他の建築物（一般木造）で

　建てることができる。

・　一般木造の場合、床面積1,000㎡を超えると、1,000㎡ごとに防火壁で区画しなければならない。（準耐火建

　築物の場合は不要）

１.一般部分

１階建て

耐火建築物

防
火

区
画

(
1
5
0
0
㎡

以
内

毎
)

防
火

壁
(
1
0
0
0
㎡

以
内

毎
)

(
準

耐
火

建
築

物
の

場
合

は
不

要
)

(高さ要件)

1000㎡ (面積要件)2000㎡ 3000㎡

防
火

区
画

(
1
5
0
0
㎡

以
内

毎
)

２階建て

３階建て

４階建て

準耐火建築物または
その他の建築物

（最高高さ16m以下)

防
火

壁
(
1
0
0
0
㎡

以
内

毎
)

(
準

耐
火

建
築

物
の

場
合

は
不

要
)

（客席部分床面積200㎡未満)

・　床面積3,000㎡以下かつ2階建て(高さ16m以下)までは、準耐火建築物またはその他の建築物（一般木造）で

　建てることができる。

・　客席面積が200㎡を超えると、耐火建築物としなければならない。

■建築基準法による防・耐火関係の要件

図：関係法規の整理（一般部分）

図：関係法規の整理（多目的ホールの部分）

・　本建築に関わる、建築基準法関連法規による防・耐火関係の要件を以下に整理した。

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書

5）防・耐火計画
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外壁の中段に
設けた大きな庇

外壁：
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し+塗装

庇より高い壁は
全面金属板張り

人を招き入れる半外部
のエントランスホール

秋吉台をイメージし
た、石灰岩、大理石
を一部使った壁

室内に光を
採り込む高窓

庇より高い壁は
全面金属板張り

足元の緑

外壁：
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し+塗装

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 A-09

6）外装・内装計画

■基本的な考え方

　人が自然に集まってくる、近寄りやすさ、親しみやすさがシンボルとなる建築

　新秋芳総合支所庁舎は、地域住民が、気軽に集まってきて、それぞれの活動を展開する地域の新しい中心

として、近寄りやすさ、親しみやすさが、特徴となるデザインとする。

　そのために、建物の姿として、優しく人を招き入れるような柔らかい表情を持ち、かつ、施設を利用する

住民の活動が外から見え、そこに新しい活力を感じる明るいデザインとする。

　同時に、地域固有の素材をうまく活かし、秋芳地域の個性を表現する計画とする。

■内装計画

１.内装制限がかからない部位については、できるだけ木質素材などの自然素材を使い、市民に親

　しまれる柔らかい空間とする

・　人の活動に近い部位に木や、塗り壁などできるだけ柔らかい素材を使った親しみのある空間をつくる

・　共有部分の床も、木質系フローリングで仕上げる。

２.光と風が通る断面を工夫し、明るい仕上げの空間をつくる

・　高窓から、光や風を取り入れ、周辺の豊かな自然環境を感じる明るい内部空間をつくる。

・　市民ロビー、ふれあいロビーなどの共有空間は、柔らかく親しみのもてる木の空間とする。

・　壁面は、基本的に白系の色で明るく仕上げ、ポイント的に木質系の仕上げを組み合わせる。

・　窓口カウンターは、ユニバーサルデザインと、プライバシーの確保に配慮する。

■外装計画

１.コンクリート系素材と、木質系素材の双方の良さを生かし、地域性に配慮したデザイン

・　地場の素材であるコンクリート系の材料と、地域産木材（美秋材）とをバランスよく使い秋芳地域の特

　徴づくりにつながる建築とする。

・　石灰岩、大理石、漆喰などの地場の素材を活用し、地域の個性をつくるデザインとする。

２.耐久性に配慮した素材の選択による持続可能なデザイン

・　自然素材や、金属板などの工業製品を、適材適所で使い、それぞれの素材の良さを生かして構成した長

　寿命の建築をつくる。

・　木造部の外壁は、断熱性能を高め、耐候性、耐久性の高い金属板張りなどの仕上げとし、メンテナンス

　費用の縮減につとめる。

市民ロビーから、窓口カウンター、執務空間を見る

・市民ロビーの奥にふれあいロビー、図書館がつながる。木組みの柔らかい空間の中に市民ロビー、執務空間がある。

・市民ロビーは、ふれあいロビー、図書館とつながり、市民が気軽に集まることができる居場所となっている。

視認性がよく

わかりやすいｻｲﾝ

県道31号から見た外観

・右手に図書館、総合支所執務室の高窓があり、左手に多目的ホールのボリュームを配している。

・２つのボリュームの間に中庭があり、ふらっと入ってみたくなる、親しみやすい表情をつくっている。

・地元で調達しやすい、住宅に
　使用する程度の断面の部材
　で構成する木造屋根架構

北側の高窓からの
自然採光・自然通風

・吸音性に配慮
　した天井仕上げ

・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ、

　ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ性に配慮

　した窓口ｶｳﾝﾀｰ
・木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ付き

　の相談ｺｰﾅｰ

・観光情報や、

　六次産業商品

　の展示

西日対策

の日よけ

多目的ホール

・14.4m×18.0mの長方形平面の大空間である。屋根構造は、梁材にH形鋼、引張材に山形鋼を用いたトラス構造とし、

　軽快な空間を実現している。一般的に市場に流通している安価な鋼材を組み合わせて、経済性に配慮している。

・吸音性に配慮
　した天井仕上げ・一般に流通している安価

　な鋼材の組み合わせによ
　る軽快なトラス架構

・木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・ステージ
　代わりに
　なる和室

・北側の高窓からの
　自然採光・自然通風。
　暗転も可能

・建具を開けると
　姿見になる壁面

・板張りの
　壁面

・大きなサッシを
　開ければ、駐車場
　とつながる
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7）セキュリティ計画

■基本的な考え方

　本施設は、従来の概念に基づく３つの公共施設の単なる複合ではなく、３つの施設が、それぞれの枠を超えて融

合し、一体となった運営が出来てはじめて、真の意味で「地域の新しい拠点」としての役割を担うことができると

考える。

　開館時間が異なる３つの施設が同一建物で同居し、一体的な利用を可能にするためには、入念に計画されたセキ

ュリティシステムの構築が重要である。

　現段階でのセキュリティラインの設定は、図に示す通りである。ただし、より柔軟な施設運営がなされるために

は実施設計段階でも検討を重ねる必要がある。

■セキュリティラインの設定

■各施設の運用例

日直が対応

■各施設の開館時間（現状）

　表は、各施設の現状での開館時間を示している。一体的に整備することにより、連携が進むことで、開館時間の

延長などが可能になることが考えられる。セキュリティライン設定の工夫により、市民にとって利用しやすい運用

システムの構築が期待される。

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:009:008:00

総合支所

時間部門

公民館

図書館

8:30 17:15

8:30

9:00

17:00

宿直 宿直

宿直で対応

22:00

土・日・祝

休館日

年末年始・
予約の無い土・日

月・祝

民間施設
17:15

土・日・祝
8:30

セキュリティライン凡例

総合支所

公民館

図書館

民間施設

出入口、共用部など

１．総合支所の時間外において、公民館・図書館が開館する場合（平日17:15以降、土曜日など）

３．公民館のみが開館する場合（祝日など）

２．図書館の休館時に、総合支所、公民館が開館する場合（月曜日など）

▼

▲

▼

▲

▲

▼

▲

▲

凡例

利用可能なゾーン

セキュリティで区画
されたゾーン

▲ 出入口

凡例

利用可能なゾーン

セキュリティで区画
されたゾーン

▲ 出入口

凡例

利用可能なゾーン

セキュリティで区画
されたゾーン

▲ 出入口

各種届出は
宿直が対応

(線色は施設による）

(線色は施設による）

(線色は施設による）



■基本的な考え方

　障がい者、高齢者、子ども連れ等、それぞれのニーズに対応したユニバーサルデザインを徹底する。

　「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化促進に関する法律（バリアフリー法）」および「山口県福祉

のまちづくり条例」に基づき整備する。

　本計画は、特定公共的施設に該当し、構造等基準への適合が義務づけられている。右表の項目につい

て、適合を満たす計画とする。

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 A-11

8）ユニバーサルデザイン計画

■具体的な方針

１.分かりやすい施設構成

・　初めての利用者でも総合支所や図書館など、建物全体の施設構成を把握しやすい、誰にでも分かり

　やすい計画とする。

・　多様な利用者が、目的の場所にスムーズに移動できるようなサイン計画等に配慮する。

・　エントランス近くに、車いす利用者等駐車場を２台分設置し、車いす使用者や障がい者、高齢者等

　が安全に利用できるようなゆったりとした駐車場を整備する。

・　車いす使用者やオストメイトの方等に配慮し、多様な要求に対応できる多機能トイレの設置、手す

　りや誰にでも使いやすい高さの小便器等、誰もが利用しやすいトイレとする。

・　待合スペースは十分な広さを確保し、高齢者や車いす利用者、ベビーカー使用者等に配慮し、段差

　解消やゆとりある通路幅等、スムーズに移動できるような計画とする。

・　多様な利用者に、的確に伝わるようなピクトグラムの併用や、弱視者や高齢者等に配慮した点字案

　内板の設置、文字の大きさ、色彩等、視認性のある誰にでも分かりやすいサイン計画とする。

２.分かりやすいアプローチ

３.ゆったりとした駐車場

４.誰もが利用しやすいトイレ

５.子育てに優しい設備

６.窓口カウンター

７.待合スペース

８.誰にでも分かりやすいサイン計画

種類 構造等基準
ﾁｪｯｸ
項目

利用円滑化経路を構成する出入口は次の構造であるか

(1)幅は８０ｃｍ以上であるか

(2)戸を設ける場合は車いす使用者が通過しやすく、
　 前後に水平部分を設けているか

階段・段が設けられていないか
（傾斜路又は昇降機を併設する場合は免除）

廊下等は次の構造であるか

表面は滑りにくい仕上げであるか

点状ブロック等を敷設しているか
　（階段又は傾斜路の上端に近接する部分）　

利用円滑化経路を構成する廊下等は次の構造であるか

(1)幅は１２０ｃｍ以上であるか

(2)区間５０ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか

(3)戸を設ける場合は車いす使用者が通過しやすく、
　 前後に水平部分を設けているか

階段・段が設けられていないか
（傾斜路又は昇降機を併設する場合は免除）

傾斜路は次の構造であるか

手すりを設けているか
（勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下の傾斜部分は免除）

表面は滑りにくい仕上げであるか

前後の廊下等と識別しやすいものか

点状ブロック等を敷設しているか
（傾斜部分の上端に近接する踊場の部分）

利用円滑化経路を構成する傾斜路は次の構造である

(1)幅は１２０ｃｍ以上
　（階段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか

(2)勾配は１／１２以下
　（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）であるか　

(3)高さ７５ｃｍ以内ごとに
　 踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか

(4)両側に高さ５cm以上の側壁等を設けているか

便所を設ける場合は次の構造であるか
（１（男子用、女子用の区別がある場合は各１）以上）

車いす使用者用便房を設けているか（１以上）

(1)腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか

(2)車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか

表示をしているか

手洗い設備は次の構造であるか（１以上）

(1)上端の高さは７０cm以上８０cm以下であり、
　 下端の高さは６０cm以上であるか

(2)給水栓は操作が容易なものか

ベビーチェアについて
※建物規模より、設置義務はない

(1)乳幼児を座らせることができる設備のある便房を
　 設けているか（１以上）

(2)表示をしているか

(1)オストメイト対応便房を設けているか（１以上）

(2)表示をしているか

男子用小便器のある便所を設ける場合は床置式の小便器、
壁掛式の小便器（受け口の高さが35㎝以下）等を設けているか（１以上）

敷地内の通路は次の構造であるか

表面は滑りにくい仕上げであるか

段がある部分は次の構造であるか

種類 構造等基準
ﾁｪｯｸ
項目

(1)手すりを設けているか

(2)識別しやすいものか

(3)つまづきにくいものか　

傾斜路は次の構造であるか

(1)手すりを設けているか

(2)前後の通路と識別しやすいものか　

利用円滑化経路を構成する敷地内の通路は次の構造であるか

(1)幅は１２０ｃｍ以上であるか

(2)区間５０ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか

(3)戸を設ける場合は車いす使用者が通過しやすく、
　 前後に水平部分を設けているか

(4)排水溝を設けていないか

(5)傾斜路は次の構造であるか

(1)幅は１２０ｃｍ以上
　（段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか

(2)勾配は１／１２以下
　（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）であるか

(3)高さ７５ｃｍ以内ごとに
　 踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか

(4)両側に高さ５cm以上の側壁等を設けているか

階段・段が設けられていないか

駐車場を設ける場合は
車いす使用者用駐車施設を設けているか（１以上）

車いす使用者用駐車施設は次の構造であるか

幅は３５０ｃｍ以上であるか

表示をしているか

利用居室までの経路が短い位置に設けられているか

授乳、おむつの交換に必要な設備を備えた
授乳室等を設けているか（１以上）

表示をしているか

車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設、
昇降機の案内板があるか

案内板を設ける場合は次の構造であるか（１以上）

配色、図記号表示等見やすいものであるか

点字表示をしているか

受付カウンター、公衆電話台を設ける場合は
車いす使用者が円滑に利用できるものか（１以上）

公衆電話所の出入口の幅は８０cm以上であるか

公衆電話所に戸を設ける場合は車いす使用者が通過しやすく、
前後に水平部分を設けているか

水飲み場を設ける場合は高齢者、
障害者等が円滑に利用できる構造であるか

休憩設備が設けられているか

視覚障害者利用円滑化経路は次の構造であるか

線状ﾌﾞﾛｯｸ等・点状ﾌﾞﾛｯｸ等又は音声誘導装置を設けているか

視覚障害者利用円滑化経路を構成する敷地内の通路は
次の構造であるか

(1)車路に接する部分に点状ﾌﾞﾛｯｸ等を敷設しているか

(2)段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に
　 点状ﾌﾞﾛｯｸ等を敷設しているか

出入口

廊下等

傾斜路

便所

敷地内の
通路

駐車場

授乳室等

案内板
その他の設備

案内設備
までの経路

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

■山口県福祉のまちづくり条例 構造等基準 チェックリスト

オストメイトについて
※建物規模より、設置義務はない

敷地内の
通路

・　敷地出入口及び駐車場からエントランス、総合支所等へのアプローチは段差解消や、誘導ブロック、

　点字ブロック等の設置により、視覚障がい者等の多様な利用者に配慮した分かりやすいアプローチと

　する。

・　車いす利用者や高齢者、子どもにも利用しやすい高さ、 

　形状に配慮した使いやすい窓口カウンターを設置する。

・　安心して相談できるスペースを設置する。

・　ゆっくり休憩できるベンチ等、子ども連れの利用者等も安心して利用できるような設備を設置する。

・　トイレには乳幼児連れに配慮したベビーシート等を設け、子育てに優しい施設とする。

机
の
高
さ
7
5
0

ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝにより、
必要に応じて
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰを確保
する

※建物規模
より、設置
義務はない



    

S=1:400

■サイン計画のイメージ

9）サイン計画

■基本的な考え方

　全ての利用者にとって必要な情報を出来るだけわかりやすく、的確に伝えることができるようなサインシステ

ムを計画する。

　施設内外のサインには、「表示」、「案内」、「誘導」、「規則」、「運営」の５種類の機能がある。それぞ

れの役割を持つサインを適切な位置に配置し、誰にとってもわかりやすいサインシステムを構築する。

　ニーズの変化に柔軟に対応できる、更新しやすいサインシステムを計画する。

　表示には、分かりやすい字体（ロゴタイプ）を使用し、必要に応じて、ピクトグラムを併用する。

１.「表示」サイン

　　メインエントランスに外から視認性の高い施設名、館名サインを設置する。

２.「案内」サイン

　　施設全体の機能構成や敷地全体の配置が把握できるような施設案内板を屋内外に計画する。

　　ICTを活用し、デジタルサイネージなどによるアクティブで、ライブな情報発信方法を検討する。

３.「誘導」サイン

　　施設利用者を支所窓口や図書館、トイレなど目的とする場所へ導くために、的確な位置に矢印などを使用し

　た誘導サインを計画する。

４.「規則」サイン

　　利用上のルールなどに関する情報を表示するサインを計画する。

５.「運営」サイン

　　支所窓口や図書館、公民館の開館時間や施設利用のお知らせなど、運営上に必要な情報を表示するサインを

　計画する。

■施設内外に配置するサインの機能

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 A-12

案内

誘導

窓口

館名 施設名サイン

施設案内板

施設誘導サイン

窓口サイン

男子トイレ

女子トイレ

多目的トイレ

子どもトイレ

公衆電話

自動販売機

サイン凡例

６.「掲示板・情報板」

　ロビーなどに、掲示板、情報板を設置し、市民相互の活発な情報交換の場とする。

ピクトグラムの例
サイン掲示の高さの設定

■サインの基本ルール

１.多言語表記

　施設案内図や施設名称などに示す言語は、日本語及

び英語の２言語を基本とする。

２.書体及び文字の大きさ

　視認性に優れた読みやすい書体及び文字の大きさを

選択する。

３.ピクトグラム・記号

　多くの人がひと目で認識できるよう、視覚的に伝

わりやすいピクトグラム・記号を効果的に用いる。

４.色彩

　カラーユニバーサルデザインに配慮し、弱視者等に

も容易に識別できる色彩とする。

５.他の情報媒体との連携

　ICT技術の活用やマップ、パンフレット等の紙媒体と

連携し、観光・地域情報を効果的に提供する。

６.サイン掲示の高さの設定

　「表示」、「案内」など情報量が多いサインは車椅

子使用者、視覚障がい者等に配慮したサイン掲示の高

さを設定する。

[和文]見出しゴＭＢ３１(モリサワ) [英文]ヘルべチカ

男性
Men

女性
Women

障害者用設備
Accessible facility

公衆電話
Telephone

掲示板・情報板情報

風除室

民間施設
事務室

宿直
室

調理室

職員
通用口

区長文書
作業室

書庫・倉庫
(上部ｻｰﾊﾞｰ)

和室 倉庫サロン

倉庫

収納

給湯

印刷
ｺｰﾅｰ

多目的ホール

学習室

小会議室

会議室 研修室

金庫
等

多機能
ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

閉架書庫

市民
ﾛﾋﾞｰ

ふれあい
ﾛﾋﾞｰ

公民館・
図書館事務

執務ｽﾍﾟｰｽ

ｴﾝﾄﾗﾝｽ
広場

(半外部)

相談室

外のホール
(中庭)

図書館

エンガワ

給湯・
休憩室 

館名

窓口

窓口

案内

窓口

窓口

窓口

誘導

窓口

案内

図書
案内

情報

誘導
情報 情報▼通用口

▼勝手口

▼ メイン
エントランス

▼

ｻﾌﾞ
ｴﾝﾄﾗﾝｽ

▲

▲

情報

誘導

▲
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10）執務スペースレイアウト計画

■基本的な考え方

　総合支所の機能の中核となる執務スペースは、利用する市民にとっては、快適で、効率の良い行政サービスを受

けることができ、職員にとっては効率の良い執務環境であることが求められる。

　基本設計では、総合支所機能を、Ａ.窓口ゾーン、Ｂ.執務ゾーン、Ｃ.執務サポートゾーン、Ｄ.収納・倉庫、サー

バー室ゾーンに分けて、空間構成を考える。

Ａ.窓口ゾーン

　住民に密着した行政サービスを提供するために、市民と行政スタッフの接点となるカウンター廻りのつくり方に

十分に配慮する。窓口のわかりやすさ、カウンターのつくりかた（通常のカウンター、車いす用カウンター、相談

のためのカウンター、プライバシーに配慮したカウンター）、時間をかけて相談する場合の相談室とのつながりな

どに、細心の配慮をしたつくりとする。

Ｂ.執務ゾーン

　効率的で使いやすいレイアウトに配慮し、将来的な職員の増減に対して柔軟に対応できるフレキシブルなつくり

とする。

Ｃ.執務サポートゾーン

　打ち合わせスペース、作業スペース、印刷コーナー、区長文書などの配布物の整理スペース、給湯・休憩室など

を執務ゾーンから近い位置に設けている。

Ｄ.収納・倉庫・サーバー室ゾーン

　執務ゾーンからアクセスしやすい収納や書庫、災害時にも業務を継続できるサーバー室の構成としている。また

災害時など、情報機能の維持を図るため、サーバー等の設置高さを最低１ｍ以上としている。

Ａ.窓口ｿﾞｰﾝＣ.執務ｻﾎﾟｰﾄｿﾞｰﾝ

Ｂ.執務ｿﾞｰﾝ

Ｄ.収納・倉庫・
　 ｻｰﾊﾞｰ室ｿﾞｰﾝ

相談室

多機能
トイレ

トイレ

給湯

印刷ｺｰﾅｰ

区長文書
作業室

休憩室

書庫・倉庫
サーバー室

公民館・
図書館事務

風除室

支所長

打合せ

福祉系
４

壁面
収納

会議室収納

金庫
等

農林・土地
改良 ４

上下水道
３

地域情報・
６次産業商品

市民ﾛﾋﾞｰ
住基系

７

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ
端末

収納・端末 ｺﾋﾟｰ機

執務ｽﾍﾟｰｽ

研修室

■執務スペースレイアウト

・　各課ごとにまとまって机を配置することを基本とし、効率的な業務が行えるレイアウトとする。

・　将来的なレイアウトの変更に対して柔軟に対応できるように、執務スペース内は無柱の空間とする。

・　窓口カウンターは間口を広く取り、それぞれの課が短い移動距離で来庁者の対応ができるよう配慮する。

・　どこにどの課ががあるか、来庁者が一目でわかるように、わかりやすいサイン計画とする。

・　西側に執務サポートゾーンを配置し、西日を遮るとともに、円滑な業務ができるレイアウトとする。

・　公民館・図書館職員とも連携のとりやすい配置とする。

■窓口カウンターの基本構成

・　ハイカウンター、ローカウンター、パーティション

　付きカウンター、相談室などを組み合わせ、誰でも使

　いやすく、プライバシー性に配慮した構成とする。

・　視認性が良く、わかりやすいサインを設置する。

Ａ.窓口ゾーン
・誰でも使いやすいカウンター
・気軽に相談できる相談コーナー ・気兼ねなく安心

　して相談できる、
　プライバシーを
　確保した相談室

相談
ﾌﾞｰｽ

相談
ﾌﾞｰｽ

相談室

Ｂ.執務ゾーン
・効率的で使いやすいレイアウト
・将来的な職員数の増減に対応できるフレシ
　キブルな空間

Ｃ.執務サポートゾーン
・打ち合わせスペース、作業スペース、印刷
　コーナー、区長文書作業室、給湯・休憩室

Ｄ.収納・倉庫・
　サーバー室ゾーン
・執務ゾーンから
　アクセスしやすい
　収納や書庫

サイン

ハイカウンター
D600×H950程度

ローカウンター
D800×H700程度

相談室
2.1m程度の
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

相談コーナー
1.3m程度の
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

給湯、印刷ｺｰﾅｰは、支所の
時間外でも、公民館・図書館
職員が利用できるように、各
施設で共用する

市民・職員が利用するﾄｲﾚ。
１か所は車椅子での利用が
可能な多機能トイレとする

区長文書の配布準備や、
職員の会議などに利用

職員
通用口

▼
▼

総合支所と連携がとりやすい
配置の公民館・図書館事務

カウンターまわりのイメージ

西側に配置し、西日
を遮りながら必要な
機能を効率よく配置
する

施設全体が見渡せる
位置に配置する

中庭に面した市民ロビーと執
務スペースの境界に設置。
誰でも使いやすい窓口カウン
ター、視認性の良いサイン計
画とする

書庫・倉庫・ｻｰﾊﾞｰ室
を集約する。ｻｰﾊﾞｰは
浸水対策として高床
に設置する

2m程度の高さのﾊﾟｰﾃｨｼｮ
ﾝで囲われた、落ち着い
て相談できる相談室

外部とのつながり 外部とのつながり

市民の動線

職員の動線

凡例

執務スペースの構成概念図

収納・
端末 ｺﾋﾟｰ機

ｺﾋﾟｰ機

収納



      

小会議室

訪問介護
ｽﾃｰｼｮﾝ

県道31号

ﾎﾟﾝﾌﾟ室
(既存)

ﾃﾆｽｺｰﾄ

道
路
幅
員
 1
3,
30
0

前面道路(法第42条1項1号)

風除室

民間施設
事務室

宿直室

調理室

職員
通用口

区長文書
作業室

書庫・倉庫
(上部ｻｰﾊﾞｰ)

収
納

和室
24畳程度

倉庫サロン 収
納

倉庫

収納

給湯

印刷
ｺｰﾅｰ

ｷｯﾁﾝｶｰ

移動
販売車

多目的ホール

ｴﾝｶﾞﾜ

学習室

小会議室

会議室 研修室収納

収納 多機能
ﾄｲﾚ

男子ﾄｲﾚ

女子ﾄｲﾚ

多機能
ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

閉架書庫

市民
ﾛﾋﾞｰ

ふれあい
ﾛﾋﾞｰ

公民館・
図書館事務

読み聞かせ
ｺｰﾅｰ

ｴﾝﾄﾗﾝｽ
広場

(半外部)

相談室

外のホール
(中庭)

図書館

給湯・
休憩室

執務
ｽﾍﾟｰｽ

浄化槽

車寄せ

プール更衣室棟
（別途設計）

管理用
通路

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

受水槽

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

消火水槽

バス停

管理用
通路

バス停 

外の相談窓口

災害対策拠点
・相談窓口

サーバーなど情報
インフラの確保

炊き出しカマド・
ベンチなど

防災広場
・仮設トイレなど、
　災害時の利用を想定

(株)龍環境計画美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 A-14S=1:500

11）防災計画

■基本的な考え方

　地震、水害、台風、停電、火災などあらゆる災害時に、本庁舎の災害対策本部と連携し、秋芳地域の災害対策拠

点となることが考えられる。災害発生時等の非常時に対して、自立的に機能を維持し、業務を継続できる計画とす

る。

　災害時に、地域住民の避難所として有効に機能するための設備を備える。

■防災計画ゾーニング図

■防災計画の取り組み
駐車場

駐車場

避難所として利用する場合の収容人数の目安

部屋名

多目的ホール

和室

サロン

会議室

研修室（流し部分除く）

ふれあいロビー

１.災害対策拠点機能

・　災害対策機能を支所部分に配置し、災害発生時に速やかに防災拠点として機能が発揮できる計画とする。

・　災害発生時における情報収集や、関連機関との伝達機能に支障をきたさないよう、自家発電設備や屋外非常電

　源、無線用アンテナ等を設置する。

２.洪水浸水対策

・　発電機、受変電設備などの重要設備を、浸水を考慮し、1.0m程度の高さに設置する。

・　サーバーなど重要な機器は、浸水の危険を回避するために、倉庫の高い位置に設置する。

・　施設の構造体は耐震安全性の分類を国土交通省が定めた、「官庁施設の総合耐震・耐津波計画基準」の規定に

　よるⅡ類とする。

・　重要度係数I=1.25同等の耐震構造を採用し、建築非構造部材はA類、建築設備は甲類とする。

４.災害時の避難場所としての機能

・　災害時の避難所として、多目的ホール、和室、会議室等を有効に活用する計画とする。

・　会議室や研修室等の部屋に面して、災害時の防災広場として活用できるスペースを確保し、仮設トイレや支援

　物資集積拠点、炊き出しに利用できるカマドベンチ等の設置場所としての活用を想定した計画とする。

・　炊き出し用に調理室を活用することができるような設備を計画する。

・　駐車場や中庭を屋外避難場所として活用できる計画とする。

・　受水槽は、災害時に避難者の飲料水、雑排水を確保できるような設備を検討する。

・　新型コロナウイルスなどの感染症対策に配慮した避難所の運営を行う。

３.地震対策

凡例

資料：避難所一人あたり必要面積について

避難所として利用できる部屋

炊き出しに利用できる部屋

災害対策拠点、相談窓口

情報インフラ拠点

外部の相談窓口

面積
収容人数の目安

259㎡

41㎡

24㎡

58㎡

39㎡

45㎡

55㎡

130人

21人

12人

29人

20人

23人

28人

14人

86人

8人

19人

13人

15人

18人

6人

37人

3人

8人

6人

6人

8人

合計 521㎡ 263人 173人 74人

従来基準
(2.0㎡/人)

国際基準
(3.0㎡/人)

ｳｨｽﾞｺﾛﾅ基準
(7.0㎡/人)

防災広場

駐車場

・　従来基準：2.0㎡/人

・　国際基準（スフィア基準）：3.0㎡/人

・　ウィズコロナ基準 ：6.0～8.0㎡/人*

　 *新型コロナウィルス感染防止の観点から、6.0～8.0㎡/人という基準を設けている自治体が見られる
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■地盤、基礎計画概要

　本建物の地盤構成は、既存の美祢市秋芳体育館のボーリングデータより、表層約30ｃｍは非常に軟らかい盛

土、中間に位置する深度約1.9ｍ付近はＮ値4～30程度の軟らかい粘性土層及び中位の砂礫層、これより下層の

深度約2.8ｍ以深からはしっかりと固結していると考えられるＮ値50以上の砂岩層が分布する土質構成である。

これより、中間層は層厚および土質がやや不均一ではあるものの、支持層は比較的浅い深度に存在しているも

のと考えられる。

　本建物は、全体として平屋建てではあるが、後述のように使用性や建築基準法における耐火要件、耐震設計

等の観点から鉄筋コンクリート造を主体とし、適材適所に木造と鉄骨造を配した構造計画である。これより、

本建物の地盤に対する安全性及び経済性の双方の観点より、Ｎ値が低く不均一な土質による中間層については

深層混合処理工法等による地盤補強を行った上で、これより以深のＮ値30～50程度の砂礫ないしは砂岩層等

を支持層とする直接基礎（布基礎／べた基礎）が妥当であると判断する。

　なお、既存建物の地盤調査結果は、ボーリングデータのみであり、調査位置、地下水位、土質の物理的性質

（重さ、粒径等）、力学的性質（硬さ、強さ、透水性等）に関する地盤情報が不足している。このため、今回

新築する建物の基礎及び地盤補強に関し、安全性と経済性の両面で過不足ない仕様とする上で、適切な調査位

置にて地盤調査を行うこととする。このため、実施設計に先立ち、以下の地盤調査を行うものとする。（その

他、詳細については後記する。）

■地盤調査計画

　１.機械式ボーリング（調査深度10m、5孔程度）

　２.標準貫入試験

　３.スウェーデン式サウンディング試験

　４.サンプリング試料採取（2箇所、ボーリング後に調査深度を決定）

　５.室内土質試験（2箇所）

　　 ・　土の湿潤密度試験

　　 ・　含水比試験

　　 ・　土粒子の密度試験

　　 ・　粒度試験

　　 ・　三軸圧縮試験

　６.孔内水平載荷試験

　　 ・　2箇所（GL-1ｍ付近で、ボーリング後に調査深度を決定）

　※詳細については、実施設計時に決定する。
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1）構造計画概要（１）

(株)龍環境計画 S-01

■構造計画（全体）

　本建物は、総合支所、公民館、図書館等の機能を持つ延床面積約1,430㎡の平屋建て複合施設である。地域社

会に対して開かれつつ、各空間同士の流動性や統一性を持たせるために、諸室は中庭を囲むようにコの字形に配

置し、中庭に対して大開口を設けることで開放性と一体性を持たせた平面計画となっている。当平面計画と防・

耐火計画を踏まえ、鉄筋コンクリート造、木造、鉄骨造を適材適所に配置した構造計画とする。

　まず、多目的ホールの床面積が200㎡を超えることから、建築基準法上は耐火構造とする必要がある。このた

め、多目的ホール周りの小会議室や調理室までを鉄筋コンクリート造による耐火構造とし、昭和26年の通達「部

分により構造を異にする建築物の棟の解釈について」を用いて防・耐火計画上の棟を分け、残り西側の床面積を

1,000㎡以下とすることで、総合支所や図書館等を耐火規準上の一般木造(その他の建築物)として計画する。これ

により、木造部分は、経済性と美観を兼ね備えた架構とすることが可能となる。

　次に、西側部分は防耐火規定上の制約はないが、南面および西面に配置された倉庫・会議室・トイレ等のバッ

クヤード部分も軒レベルまで鉄筋コンクリート造とし、多目的ホールを含め、全体としてコの字に囲まれた耐震

コアを構成する。これによって、内包される総合支所や図書館部分は軽量な木造とし、当該水平力を耐震コアに

負担させることで、壁のほとんどない開放的な木造空間を実現する。

　さらに、多目的ホールの大屋根には、大空間を構成する上で構造的に合理性の高い鉄骨造を採用する。これよ

り、梁に耐火被覆や天井を設けることなく構造体をあらわしとした経済性と美観を兼ね備えた屋根を構成するこ

とが可能となる。

　以上より、各室の機能性と構造計画を合理的に融合させた計画することで、異種構造間にエキスパンションジョ

イントを設けることなく、建物全体を一体とした耐震計画を行う。

　

■木造部分（総合支所、図書館）の構造計画

　総合支所、図書館などは、地域木材である美秋杉の製材を主として用いた木造とする。このため、木材は、現

地における木材生産状況を鑑み、長さ6ｍ程度までの通直の中小断面材を主に使用し、これらを構造上有効に組

み合わせることで大空間を構成する。

　前述のように、主体構造を剛性及び耐力の高い鉄筋コンクリート造とし、剛性の低い木造の地震力は全て鉄筋

コンクリート造で負担する耐震計画とすることで、木造部分の建物内外に合板や筋交等の耐震要素を多数配置す

ることなく、開放性のある木造空間を実現する。このため、木造部分の屋根構面には、厚物構造用合板を用いて

高い剛性と耐力を確保し、主体構造との接合部分についても、当該地震力を十分に伝達可能な構造とする。また、

木柱・木梁については、常時荷重および短期積雪荷重に対して十分な剛性および耐力を確保すると共に、地震時

の異種構造同士の挙動に対して十分に安全性を有した構造とする。
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1）構造計画概要（２）

(株)龍環境計画 S-02

■多目的ホールの構造計画

　多目的ホールは、14.4ｍ×18.0ｍの長方形平面を持つ面積260㎡程度の大空間である。耐震要素は鉄筋コンク

リート造による耐震壁付ラーメンとするが、室内に十分に外光を取り入れ、外壁面の開放性を確保するため、隣

接する小会議室や調理室よりも柱断面を大きめにすることで主にフレームによって耐震性能を確保する。

　屋根構造には、梁材にＨ形鋼、引張材に山形鋼を用い、軽快に大屋根を構成する事が可能な張弦梁やトラスを

採用する。なお、鋼材を使用することで、耐火被覆を要さず、かつ大屋根を軽量化し、これを支える鉄筋コンク

リート造の下部構造の負担を最小限に抑えることが可能となる。また、使用する鋼材は、一般的に市場に流通し

ている安価な鋼材を組み合わせて経済性に配慮する。

■総合支所／市民ロビー 及び 図書館／ふれあいロビー の構造計画

　総合支所／市民ロビーは、13.5ｍ×18.9ｍの長方形平面を有し、図書館／ふれあいロビーも最大スパン12.0ｍ×

20.7ｍの台形状の平面を有する。両者共に木造で一体的に構成するが、耐震要素は、隣接したバックヤード等の間

仕切壁を有効に耐震要素に組み込んだ鉄筋コンクリート造の耐震コアであるため、室内外に在来軸組み工法等によ

る耐震壁を要することなく、一体性のある開放的な大空間を実現する。

　屋根の構成は、スギ製材を格子状に組み、格子内部には透過性の高い斜材を用いたトラス架構を採用する。当該

トラス架構は、短辺方向に無柱で架け渡し、総合支所／市民ロビーから図書館／ふれあいロビーまでを一定間隔に

て配することで、空間の連続性を確保する。なお、トラスの上／下弦材に120×210程度の平角材、束材に120角

の正角材を使用し、材長が6ｍ以下となるよう応力に配慮しながら継手を設けることで、地域材の有効活用、施工

性、経済性等に配慮する。なお、総合支所と市民ロビーの間には、防犯上の観点からシャッターを設置する必要が

あるため、当該シャッターを支持するための柱・梁は、トラス架構を支持するために有効な構造材として合理的に

機能させる。



■使用材料

・　木材：スギ製材

・　コンクリート：

　　　Fc=24N/mm2（木造基礎、鉄筋コンクリート造：事務室／作業室／会議室／トイレ、他）

　　　Fc=30N/mm2（鉄筋コンクリート造：多目的ホール／和室／調理室、他）

・　鉄筋：D295A・SD345

・　鉄骨：SN400・SS400（多目的ホール屋根）

■設計荷重

１.積載荷重

２.地震荷重

・　地域係数：Ｚ＝0.8

・　振動特性係数：Ｒt＝1.00

・　地盤種別：第二種　Ｔc＝0.60

・　地震層せん断力係数：Ｃi＝Ｚ・Ｒt・Ａi・Ｃ0・Ｗi

・　層せん断力分布係数：Ａi＝１＋(1/√ai- ai)・2T/(1+3T)、ａi ＝Ｗi/ΣＷi

・　重要度係数：Ｉ＝1.25

・　１次固有周期：Ｔ＝ｈ(0.02＋0.01α)

・　標準せん断力係数：１次設計用　Ｃ0＝0.2

・　地震層せん断力：Ｑi＝Ｉ・Ｃi・Ｗi

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書

2）構造計算概要

(株)龍環境計画 S-03

３.積雪荷重

・　垂直積雪量：40cm

・　積雪単位荷重：20Ｎ/ m2/cm

４.風荷重

・　基準風速：Ｖ0＝34m/s

・　地表面粗度区分：Ⅲ（Ｚb＝5m、ＺG＝450m、α＝0.20）

・　速度圧：ｑ＝0.6ＥＶ02

・　風圧力：ｗ＝Cf・ｑ
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3）地盤概況

(株)龍環境計画 S-04

■地盤概況

・　現段階では敷地のボーリング調査を行っていないため、現秋芳体育館のボーリング柱状図から、敷地の地盤

　概況を確認した。

・　表土以深は、粘土、砂礫、砂質粘土、礫交じり砂質粘土、風化砂岩、硅質砂岩などの地層が形成されている。

・　No.５孔においては、GL-2m付近でN値が50となっている。No.６孔においては、GL-3m付近でN値が50となっ

　ているように読み取れるが、「50以下」とも表記されており、詳細は不明である。

・　調査位置、地下水位、土質の物理特性等についても不明である。

・　実施設計段階において、ボーリング調査を行うものとする。

■支持層の設定

・　現秋芳体育館は、杭基礎（RCパイル、φ300、L4.0m）によって、GL-5.1m～GL-5.3mの硅質砂岩層を支持層

　としている。

・　本施設においては、深層混合処理工法等による地盤補強を行った上で、N値30～50程度の砂礫ないしは砂岩

　層等を支持層とし、基礎方式を直接基礎（布基礎／べた基礎）として基本設計を行った。

・　現秋芳体育館の解体時には、基礎までを解体・撤去とし、既存杭は残置するため、柱状改良は既存杭を避け

　て行うものとする。

・　詳細については、実施設計時においてボーリング調査を行い、再度検討するものとする。

秋芳体育館ボーリング柱状図（No.５） 秋芳体育館ボーリング柱状図（No.６）

（秋芳体育館実施設計図面の柱状図を着色、部分強調） （秋芳体育館実施設計図面の柱状図を着色、部分強調）

深層混合処理工法
等により、N値30～
50程度の層を支持
層とする

深層混合処理工法
等により、N値30～
50程度の層を支持
層とする
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4）構造方式の比較検討

(株)龍環境計画 S-05

構造種別の検討　建物概要：1,000㎡程度、平屋として比較

構造

主架構

基礎

劣化
/耐久性

耐火性

遮音
/防振性

施工性
/工期

コスト比

工事費
参考比率

総合評価

鉄筋コンクリート造（RC造） 鉄骨造（S造） 大断面集成材による木造 一般製材による木造

・ラーメン架構、及び、耐震壁併用ラーメン架構
・標準スパン10m以下

・ラーメン架構、及び、耐震壁併用ラーメン架構
・標準スパン10～20m

・大スパン構造が可能
・一般的に、4m程度のスパン
・トラス架構により、10m程度のスパン構造が可能

・建物自重が比較的大きく、基礎に要する
　コストが大きくなる

・建物自重が大きく、基礎に要するコストが
　高くなる
・RC造に比べて、建物自重は軽くなる

・建物自重が軽く、基礎に要するコストが
　低くなる

・建物自重が最も軽く、基礎に要するコスト
　が低くなる

・コンクリートの品質と鉄筋のかぶり厚さが
　影響
・ひび割れ、中性化に注意が必要

・防錆対策が必要
・含水率の影響を受けやすい
・腐朽、虫害に注意が必要
・比較的、メンテナンスは行いやすい

・含水率の影響を受けやすい
・腐朽、虫害に注意が必要
・比較的、メンテナンスは行いやすい

・容易に耐火構造とすることができる ・耐火構造とするためには、耐火被覆が必要

・燃え代設計や外壁耐火構造により、準耐火
　構造が可能
・耐火建築物とするためには、大臣認定を受
　けた耐火構造部材が必要

・燃え代設計や外壁耐火構造により、準耐火
　構造が可能
・耐火建築物とするためには、大臣認定を受
　けた耐火構造部材が必要

・遮音性能、防振性能に優れる
・遮音性能、防振性能の確保には設計時の配
　慮が必要

・遮音性能、防振性能の確保には設計時の配
　慮が必要

・遮音性能、防振性能の確保には設計時の配
　慮が必要

・鉄筋、型枠、コンクリート工事等は比較煩雑
・鉄筋、型枠、コンクリート工事等で職人不足が
　懸念される
・地域産業への貢献が期待できる

・使用する部材によっては、発注、制作に長
　期間必要となる場合がある
・工事現場での作業期間は比較的短い

・構法により施工の難易度に幅があるが、
　工期は比較的短い
・木材の調達、乾燥に時間を要する
・集成材を製造できる工場が限られる

・構法により施工の難易度に幅があるが、
　工期は比較的短い
・木材の調達、乾燥に時間を要する
・地元の職人の参画により、地域の技術力の
　向上や地域産業への貢献が期待できる

・S造に比べ、土工事、基礎工事にコストがか
　かるが、躯体工事の工事費はS造とほぼ同じ

・土工事、基礎工事費を抑えることができる
・集成材加工にコストがかかる

・土工事、基礎工事費を抑えることができる
・躯体工事に関しては、RC造の約80％に工事
　費を抑えることができる

0.93

平面計画の自由度、耐火性、耐震性などについては
メリットがあるが、比較的規模が小さい本計画に適
さない

平面計画の自由度、土工事、基礎工事に係るコスト
削減など、メリットがあるが、工事費面で木造（一
般製材）に劣る

平面計画の自由度、土工事、基礎工事に係るコスト
削減など、メリットがあるが、集成材を製造できる
工場が限られる、集成材加工にコストがかかる、な
ど本計画に適さない

木材の調達、乾燥に時間を要するが、土工事、基礎
工事に係るコスト削減など、メリットがある平屋で
大スパンをあまり必要としない比較的規模の小さい
本計画において、効率の良い構造と考えられる

×

○

◎

○

○

○

△

○

○

△

◎

△

○

△

△

×

×

◎

△

△

△

◎

多目的ホールが200㎡を超えることから、多目的ホールを耐火建築物とする必要がある。そのため、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、一般製材による木造の、それぞれの特徴を生かした混構造とする。

・RC造に比べ、土工事、基礎工事にコストが
　かからないが、低層の場合、部材コストが
　割高になる
・市場の変動の影響大

△

1.00（基準とする） 1.05 1.13
※ ※ ※

※「官庁施設における木造耐火建築物の設計手法についての一考察」（国法）土木研究所 を参照

△
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美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 E-01

1）電気設備計画方針

■  関係法規チェックリスト（建築基準法、消防法等）

■  管理維持体制の検討

３.夜間、休館時の防犯、火災、機械警報等の処理について

２.鍵の管理はマスターキーによる一括管理方式とする

警報盤（受変電設備、消火ポンプ、給排水等各種警報）

高速情報回線用メディアコンバーター、ＳＰＢ、スイッチングハブ等機器（別途工事）

ＭＤＦ

照明リモコンスイッチ

１.執務スペース内の総合盤にて下記の運転停止警報表示を行う

自動火災報知、防煙設備複合盤

トイレ非常呼出表示器

放送アンプ架

ただし、地域特性により自主設置の有無を検討する

誘導灯の形式は音声点滅式及び点滅式は必要なく一般型誘導灯の設置とする

非常用自家発電装置の設置を免除し、消防認定型専用受電キュービクル式受変電設備とする

６.１１９番火災通報設備（消防法）

８.避雷針設備（建築基準法）

７.防煙自動閉鎖設備（建築基準法）

設置義務なし

当該建築物高さ２０ｍ以下により設置義務なし（建築基準法）

用途区画、面積区画の仕方及び区画の開放、非開放により設置義務発生

延床面積により設置義務あり

５.自動火災報知設備（消防法）

令３２条の特例申請により設置義務はなし

令３２条の特例申請により１項イを消防設備の種類について１５項とし適用することにより

４.非常放送設備（消防法）

令３２条の特例申請により１項イを消防設備の種類について１５項とし適用することにより

３.誘導灯設備（消防法）

当該建築延床面積 １,０００㎡超過により居室及び避難経路に設置義務あり

２.非常照明設備（建築基準法）

１.非常電源装置（消防法）

・  自然災害に対し強固な設備機器、装置を考慮する。

・  舞台照明及び舞台音響、舞台機構設備の操作性の簡易化を検討する。

　及び設備の集中化を考慮したものとする。

・  施設の維持点検が容易（省力化）で寿命並びに、耐久性に対し充分配慮する。

・  将来の負荷変動、機器の交換、日常の機器管理等が容易に行える様なスペースの確保

６.保守管理

３.防災、防犯

・　高齢者を含む不特定多数者を対象とする施設として防災、運用、防犯上の安全を

・　施設機器の漏電、感電事故、火災等電気災害の防止を主眼とする安全、保安対策に

・　火災等、災害時における防災監視機能を集中化し、一元化した防災体制をもとに

■  基本的な考え方

・　負荷の需要に対し十分な容量の電力を供給すると共に将来の負荷の需要に対応できる

　又、地域社会に開放されたコミュニティー広場としての役割を設備の立場から追求する。

１. 安全、信頼

２.高速通信体系ネットワーク（情報通信回線網）システムのルート構築

・　施設に不可欠な電気エネルギーを確実に供給する。

　設備とする。

・　庁内ネットワークとフリーＷｉーＦｉの２系統を有線で引込むルートを確保する。

　最優先に確保する。

　万全を期すこと。

　安全に避難誘導を行えるシステムを検討する。

・　住民行政業務システムの配管ルートの確保を検討する（山口ケーブルビジョン利用）

警備会社へ通報する装置の導入を検討する。

　総合支所、公民館、図書館、民間施設、プール、テニスコート、収蔵庫等各エリアが共存する

本施設は地域及び周辺住民に諸活動が安全で快適に運用できるような設備空間の構築を基本方針

とする。

４.視聴覚環境

・　あかりの質感（光源色：色温度及び、演色性：平均演色評価数Ｒａ）の向上を

　（ＬＥＤ照明器具の導入、アメニティーを考慮した照明計画）

・　監視カメラ設備の導入を検討する。

・　施設環境維持に必要な照明照度を確保し建築空間と調和のとれた照明計画とする。

　追求する。

５.省エネルギー

・　省資源、省エネルギー対策（配電系統及び点滅方式の検討等による電気料金の適性

・　昼光を最大限に利用した省エネ照明計画を追求する。又、照明器具の点滅回路構成の

　化）の立場からランニングコストの低減に努力する。

　細分化も実行する。

・　高効率省エネルギー型機器の採用により省エネルギー対応が行えるものとする。

・　環境エネルギーを利用したソーラ外灯の設置を検討する。

・　総合支所は機械警備保障設備を導入する（別途工事扱い）。それ以外のエリアは鍵で

　管理する。
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美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 E-02

2）構内経路図



(株)龍環境計画 E-03

3）電気設備計画概要

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書

三相変圧器      ：トップランナー型変圧器×３台

中国電力山口ネットワークセンターとの協議の結果、敷地内の供給は、テニスコー

システム概要■

・

・

・

受変電設備に高圧電力の引込を行う。

構内一号柱で電力の供給を受け地中配管にて機械室脇屋外の屋外型キュービクル式

受電場所は敷地植栽内とする。

電力会社より三相３線６．６００ＫＶ２００Ｖ６０ＨＺ・１回線にて受電を行う。

■

１０.

１１.

１２.

受変電設備工事

  １.

  ２.

  ３.

  ４.

  ５.

  ６.

  ７.

  ８.

  ９.

電気設備項目

高圧引込工事

１３.

１４.

１５.

１６.

放送設備工事

テレビ共聴設備工事

インターホン設備工事

トイレ緊急呼出設備工事

防火扉自動閉鎖設備工事

自動火災報知設備工事

１１９番火災通報設備工事

情報通信設備用配管工事

その他特殊設備工事

電話交換機本体及び電話機

機械警備保障配管工事（入室監理システム配管共）

  ３.

  ２.

  １.

■ 別途工事及び備品扱い項目

  ４. １１０番非常通報装置等特殊設備工事

情報通信機器及び配線、調整

機械警保障備設備工事  ５.

  ６.

監視カメラ設備工事

  ７.

  ８.

各種サーバー及びサーバー用無停電電源（ＵＰＳ）

防災無線装置及び配線、防災無線装置用無停電電源（ＵＰＳ）

  ９. 防災用ポータブル式発電機

幹線設備工事

動力設備工事

電灯コンセント設備工事

電話用配管配線設備工事

防災用ポータブル式発電機（備品）

１７.

１.高圧引込工事

１１０番非常通報設備工事

ＧＬ

構内一号柱（電力、電話兼用柱）

屋外型キュービクル式受変電設・

３Φ３Ｗ６６００Ｖ６０Ｈｚ

・

高圧遮断方式    ：ＶＣＢ（真空遮断器）

・ 受変電設備概要

低圧遮断方式    ：ＭＣＢ（配線遮断器） or ＥＬＢ（漏電遮断器）

屋外に消防認定型専用受電キュービクル式受変電設備を設置する。

尚、キュービクル式受変電設備は水害対策としてＧＬより１ｍ以上の高さを確保する。

高圧引込配電線路図

２.受変電設備工事

ＥＡ

・

            　　     （６．６ＫＶ。RＷ２００Ｖ－１００Ｖ）

単相変圧器      ：トップランナー型変圧器×３台

　　　　　      ：（プール、テニスコート等既存施設用１台含む）

                 　　（６．６ＫＶ。RＷ２００Ｖ）

進相コンデンサー：三相コンデンサー×３台（６．６ＫＶ）

　　　　　      ：（プール、テニスコート等既存施設用１台含む）

リアクトル      ：高圧用リアクトル×３台

　　　　　      ：（プール、テニスコート等既存施設用１台含む）

警報回路        ：低圧過負荷及び漏電警報

　　　　　      ：（プール、テニスコート等既存施設用１台含む）

■ 既存施設の撤去解体工事順序

第１期

第２期

注記

既存体育館撤去解体工事

（この時点では既存公民館は運用しているため電力、通信等は既存のまま活用する）

既存公民館撤去解体工事（電力、通信等は撤去する）

既存図書館は収蔵庫として再活用する。

（既存公民館撤去時は電力通信等は仮設で生かし本体工事竣工時点では新設受変電設備

　より供給する。）

６ＫＶ ＥＭ ＣＥＴ ３８□（ＦＥＰ８０）

トも含めて、一括高圧受電とする。



(株)龍環境計画 E-04

■ 消防認定専用受電型屋外キュービクル式受電受変電設備結線図

3）電気設備計画概要

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書

ＣＨ

ＬＡ

ＶＣＴ

Ｗｈ

ＤＳ

ＶＣＢ

ＶＴ

ＣＴ

ＬＢＳ

ＰＦ

ＶＣＳ

ＳＲ

ＳＣ

ＴＣ

Ｆ

ｃｏｓφ

Ｗ

Ａ

Ｖ

ＥＬＣＢ

ＭＣＣＢ

ＺＣＴ

５１Ｇ

記 号記 号 名　称 名　称

５１

６７

５５避雷器

変流器

計器用変圧器

真空遮断器

断路器

電力需給用計量器

電力需給用計器用変成器

限流ヒューズ

直列リアクトル（油入）

高圧進相コンデンサ（油入）

高圧交流負荷開閉器

高圧真空電磁接触器

耐塩型ケーブルヘッド

電圧計

過電流継電器

引外しコイル

配線用遮断器

低圧ヒューズ

零相変流器

漏電リレー

力率計

電力計

自動力率制御装置

地絡方向継電器

漏電遮断器

電流計（ＤＭＡ型）

ＴＲ トップランナー変圧器

ＰＡＳ 過電流ロック付高圧気中開閉器

ＬＢＳ

Ａ

Ｖ

トップランナーＴｒ３φ３Ｗ

６６００／２１０・

ＬＢＳ

Ａ

Ｖ

トップランナーＴｒ３φ３Ｗ

６６００／２１０・

耐火区画

ＬＢＳ

Ａ

Ｖ

トップランナーＴｒ３φ３Ｗ

６６００／２１０・

ＬＢＳ

Ａ

Ｖ

トップランナーＴＲ１φ３Ｗ

６６００／２１０－１０５・

ＬＢＳ

Ｗ Ａ

Ｖ

ｃｏｓ
φ

Ｆ５Ａ

ＶＣＢ

６００Ａ
７．２ＫＶ

ＩＮＳＴ付５１
２×ＣＴ

３×ＤＳ

Ａ

Ｖ

トップランナーＴＲ１φ３Ｗ

６６００／２１０－１０５・

取引用計器箱

ＶＣＴ ＷＨ

ＬＢＳ

Ａ

Ｖ

トップランナーＴＲ１φ３Ｗ

６６００／２１０－１０５・

ＥＡ・ＥＤ Ｐ ＣＥＢＥＤ

Ｉ５＝５５％

Ｌ＝６％

Ｉ５＝５５％

Ｌ＝６％

ＳＲ

ＳＣ

ＬＢＳ

ＳＲ

ＳＣ

ＬＢＳ

Ｉ５＝５５％

Ｌ＝６％

ＳＲ

ＳＣ

ＬＢＳ

６ＫＶ―ＣＶＴ ３８5□

３Φ３Ｗ６６００Ｖ６０Ｈｚ

方向性ＰＡＳ
７．２ＫＶ  ３００Ａ

ＶＴ、ＰＴ、避雷器内蔵型
一号柱取付

ＧＲ

一号柱取付

ＥＡ

消火栓ポンプ
プール、テニスコート既存棟単相バンク プール、テニスコート既存棟三相バンク



(株)龍環境計画 E-05

3）電気設備計画概要

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書

・

・

・

信頼性、経済性、負荷変動に対するフレキシビリティに留意する。

電気方式    ：電灯回路／単相３Ｗ２００－１００Ｖ５０ＨＺ

                ：動力回路・三相３Ｗ２００Ｖ５０ＨＺ

・

・

警報表示する。尚、機械警備会社にその警報を移報する。

防火区画貫通部は、国土交通省大臣認定工法による防火区画貫通処理を行う。

使用ケーブルはエコケーブル（ＣＥＴケーブル、ＣＥケーブル、ＣＥＥケーブル）

とする。

４.幹線設備工事

受変電設備、各種水槽、給排水、火災警報等の警報を執務スペース内の総合盤に

構内の配線系統は電力幹線設備系統図を参照すること。

総合盤の構成、仕様は下図のとおりとする。

・

・

・

各エリアの電灯動力分電盤には子メーターを設置し電力使用料金の按分請求を可能と

する。

■ 屋外型キュービクル式受変電設備参考姿図

主幹線は、受変電設備より各電灯分電盤及び動力制御盤等へ配管配線を行う。

系統は次項による。

800

Ｎ　Ｐ

800

ＧＬ

50

高圧盤ＳＣ盤

1100800 1100 800 800 50

1
0
0
0

5
0

2
3
0
0

2
3
5
0

Ｎ　Ｐ Ｎ　Ｐ Ｎ　Ｐ Ｎ　Ｐ Ｎ　Ｐ

5050

2000

1900

コンクリート布基礎：建築工事

正面図 側面図

Ｎ　ＰＮ　Ｐ

一般動力盤
（Ｎｏ．１）

800

7100

変電設備

・

・

・

７２時間対応のポータブル式発電機を備品で用意し災害時の電源を確保する。

必要箇所に電源受け口（防災コンセント）を設置し災害時に対応する。

必要台数は必要負荷に応じ、今後検討する。

３.防災用ポータブル式発電機（備品)

一般動力盤
（Ｎｏ．２）

一般動力盤
（Ｎｏ．３）

一般電灯盤
（Ｎｏ．３）

一般電灯盤
（Ｎｏ．２）

一般電灯盤
（Ｎｏ．１）

既存施設用既存施設用

ＧＬ

Ａ

Ｂ

Ｃ

７００ ７００ ７００ ７００ ７００

５００

５
０

▽１ＦＬ▽１ＦＬ

総合盤組込み設備機器表
機器番号 組込み設備機器名称

Ａ
Ｂ
Ｃ

トイレ緊急呼出表示器（２窓用）

設
計

天
井

仕
上

げ

業務用放送アンプ架

Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ

ＩＴＶ（防犯監視カメラ用モニタ）

Ｔ－１Ｍ（ＭＤＦ、内部木板取付）

自動火災報知、防煙設備複合盤（Ｐ型１級）

機械警備保障制御盤（別途工事）

メインテレビ共聴設備機器

高速情報回線用メディアコンバーター、ＳＰＢ、スイッチングハブ等機器（別途工事）

Ｄ Ｇ

Ｈ

Ｈ

Ｉ 電話交換機（別途工事）

Ｉ Ｅ

Ｊ 多目的機器スペース

Ｊ

Ｋ 警報盤

Ｋ

総合盤参考姿図

３,５００

屋外型キュービクル式受変電設備参考姿図



(株)龍環境計画 E-06

3）電気設備計画概要

総合支所事務室内総合盤

■ 構内通信設備系統図

電話架空引込（光ケーブル対応）

▽屋根

▽１ＦＬ

▽床下ＳＬ

▽ＧＬ

テレビ共聴架空引込（山口ケーブルビジョン）

構内一号柱（電力、電話兼用柱）

■ 構内電力幹線設備系統図

▽屋根

▽１ＦＬ

▽床下ＳＬ

▽ＧＬ

キュービクル式受変電設備

Ｐ ＥＡ、ＥＤＥＢ Ｃ

動力盤

（消火栓ポンプ系統）

空配管（ＦＥＰ３０）×３条

電灯動力盤－１１

総合支所系統

電灯動力盤－１２

（図書館系統） （公民館系統）

電灯動力盤－１３ 電灯動力盤－１４

（民間施設系統） （プール系統） （テニスコート系統）

既存電灯盤 既存電灯動力盤

（収蔵庫系統）

中間端子盤－１１

総合支所系統

中間端子盤－１２ 中間端子盤－１３ 中間端子盤－１４

（公民館系統）（図書館系統） （民間施設系統） （プール系統） （収蔵庫系統）

既存中間端子盤

総合支所事務室内総合盤

床下内ケーブルラック配線

床下内ケーブルラック配線

電灯動力盤－１５

中間端子盤－１５

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書



(株)龍環境計画 E-07

3）電気設備計画概要

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書

・

・ 保護方式はＥＬＢ又はＭＣＢ＋２ＥＲｙとする。

電源の供給と発停制御を行う。

・

照明器具の配置、点滅については自然配光を充分考慮し、スイッチ系統の細分化を

電灯分電盤より照明器具、コンセントその他機器への電源の供給を行う。

行い省エネルギーを図る。

６－１.照明器具

６－２.照度

各室の照度値は国交省の建築設備設計要領の照度基準を目安とする。

駐車場等の外灯は自動点滅及びタイマーにより点滅の完全自動制御を行う。

事務室のフル２線式リモコン制御にて集中管理を行う。

管理ゾーンについては個別点滅方式としロビー等共用スペースについては

６－４.点滅方式

６－３.非常照明及び避難・通路誘導灯

各所に設置する動力制御盤より空調、衛生、舞台その他各種動力機器に対する

照明方式は電力消費節約の為、高力率ＨＦ蛍光灯、ＬＥＤを主体とし、建築意匠的

又は部屋の用途上、必要とする個所に対しては適合する器具を計画する。

建築基準法及び消防法を準用し設置する。

照明器具の選定はＬＥＤランプを主体として省電力器具にて計画を行うが本施設の

特徴を捉えた上で建築意匠と調和のとれた計画を行う。

６－６.配管配線

屋外及び水廻りコンセントは全て接地型コンセントとする。

６－５.コンセント

二重天井はエコケーブルの転がし配線とする。

埋込配管部分はエコ電線によるＰＦ電線管施工とする。

自動販売機、冷水機洗浄便座等水廻り用コンセントは専用回路より供給する。

必要箇所に電源受け口（防災コンセント）を設置し災害時に対応する。

最低限の照度確保のための防災照明を設置し災害時に対応する。

・

・

・

・ 電話幹線ケーブルはケーブルラックに敷設する。

・ 電話機器類の諸元は下記のとおりとする。尚、機器は備品とする。

・

・

別途工事とする。

交換機は執務スペース内の総合盤にそのスペースを確保する。（本体：備品扱い）

内線電話：台数保留

外線数：３０回線（直通電話２回線、公衆電話１回線、ＦＡＸ２回線

                  各エリア２～３回線程度を見込む、予備回線若干）

（庁内ネットワークとフリーＷｉーＦｉの２系統を有線で引込むルートを確保する）

構内の配線系統は構内通信、情報、弱電設備系統図を参照すること。・

構内の連絡は内線電話配線方式とする。（内線電話、交換機は別途工事）

５.動力設備工事

６.電灯コンセント設備工事

７.電話用配管配線設備工事

インターネットは山口ケーブルビジョンを利用しサーバー室に供給する。なお、装置は

内総合盤にＭＤＦ（局線用端子盤）を設置する。

引込場所は敷地植栽内の一号柱（電力兼用）経由で地中埋設引込みにて総合支所事務室

インターネット用メディアコンバーター、ＳＰＢ、スイッチングハブ等を総合支所

事務室内総合盤に設置し、必要場所にＬＡＮ配線を行う。（本体：備品扱い）

交換機：総合支所事務室内総合盤内組込（別途工事）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・



(株)龍環境計画 E-08

3）電気設備計画概要

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書

８－１.館内放送設備

８.放送設備工事

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－３Ｐ

ＥＭ－ＭＥＥＳ０．７５－２Ｃ

Ｒ　Ｍ

ユニット

入出力制御

電源制御ユニット

非常電源ユニット

コントローラ

プログラム

ミュージックチャイム

デジタ・

（ＡＭ／ＦＭチューナ付・

ミキサーユニット

(２０局＋一斉）

（２０回線）

ＡＭ／ＦＭアンテナより

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ

ＤＣ

自火報連動

非常制御出力

増

設

用

出

力

制

御

ユ

ニ

ッ

ト

６０Ｗ

ｎＣＨ

１ＣＨ

全館及びエリア別放送設備システム図

ＣＤ-ＤＶＤ　ＢＧＭ

公民館、図書館事務室マルチリモコン

総合盤組込型業務放送架

操作ユニット

及び、１１０°ＣＳ、ＢＳ放送を受信する。

・

・

館内のテレビ共聴設備は山口ケーブルビジョンより供給を受け地上波デジタル放送

施設内の必要なエリアにルーターで分岐器、分配器を設置し必要な部屋のテレビ端子に

供給する。

９.テレビ共聴設備工事

・

・ 消防法に基づき自動火災報知設備を設置し、防災の監視制御を行い火災発生の早期発見と

初期消火に対応する。又、早期の避難、誘導行為を支援する。

多機能トイレ及び多目的トイレに緊急呼出装置を設置する。

機器収容盤：各所に法規に基づき発信機、表示灯、地区ベルを設置する。

・ 夜間受付装置を設置する。

メインエントランス外部～宿直室

１０.インターホン設備工事

１１.トイレ緊急呼出設備工事

・ 消防法、建築基準法に基づき設置する。

・

宿直室に設置する。

１３. １１９番火災通報設備工事

１２.自動火災報知設備工事

１４.防火扉自動閉鎖設備工事

・

１５. １１０番非常通報設備工事

必要箇所に１１０番非常通報装置を設置し防犯対策を行う。

・

１６.情報通信設備用配管工事

ブースタ、分配器等共聴機器は総合支所事務室内総合盤に組み込み、ルーターで分岐

多機能トイレ及び多目的トイレ～総合支所事務室内総合盤

Ｐ型１級受信機：総合支所事務室内総合盤に設置する。副受信機は宿直室に設置する。

火災通報装置を総合支所事務室総合盤内に組み、火災通報専用電話機（壁掛型）を

・ 総合支所は上記のネットワークにより各種システム（グループワェア、財務会計、文書

管理等）のための配線を確保する。

・ 上記のシステムの配線は有線ＬＡＮにより構築する。

・ 防災無線装置及び配線、防災無線装置用無停電電源（ＵＰＳ）用配管経路を検討する。

１７.その他特殊設備工事

（住基ＬＡＮ、庁内ＬＡＮ、スイッチ・ルーター）で庁内ネットワークに接続する

ための配線を確保する。

山口ケーブルビジョンのインターネット（ＬＧＷＡＮ）を利用しネットワーク機器

・

・ 必要室にテンキー付カードリーダー、電気錠の設置を検討する。

・ 必要室に監視カメラ（防犯カメラ）を導入する。

多目的ホールの音響、舞台照明装置を検討する。

尚、副モニターを宿直室に設置する。

総合支所事務室総合盤内で監視、録画を行う。（保存期間は概ね14日間とする）

防災無線システムは日本電気の衛星系と日本自動車無線の車載移動系の二種類があるので

導入には調整が必要となる。（但し、システム工事は別途工事し、配線ルートは本工事）

Ｍ

・

・

・

・

            ダブルリバース式コンパクトカセットデッキ、マイク

電話によるページング機能に対応する。

全館に対して業務、及びＢＧＭ放送が可能な設備とする。

非常放送設備は設置しない。

放送アンプ：業務用放送架

放送系統  ：専用部及び共用部

配管配線  ：エコケーブルを使用

付加機能  ：電子チャイム、プログラムタイマー、ＣＤーＤＶＤプレーヤー

全館放送架は総合支所事務室内総合盤にラック式を組み込む。



美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書　　５.機械設備計画

   1)機械設備計画方針・概要　　　　　　　……M-01

　2)給排水・消化設備配管系統図　　　　　……M-04

　3)空調方式の提案　　　　　　　　　　　……M-05

　4)空調ゾーニング・機器配置計画図　　　……M-07

　5)機械設備諸元表　　　　　　　　　　　……M-08



美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 M-01

1）機械設備計画方針・概要



美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 M-02

1）機械設備計画方針・概要



美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 M-03

1）機械設備計画方針・概要



美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 M-04

2）給排水・消火設備配管系統図

S=1:300

※作業中です。
　下図が古いですが、
　最終版は差し替えます。



美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 M-05

3）空調方式の提案



3）空調方式の提案

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 M-06



美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 M-07

4）空調ゾーニング・機器配置計画図

S=1:300

※作業中です。
　下図が古いですが、
　最終版は差し替えます。



美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 M-08

5）機械設備諸元表



美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 M-09

5）機械設備諸元表
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杉板張り（t=12）

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ﾌｯ素樹脂ｶﾗｰｸﾘｱ塗装

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書

仕上概要表

(株)龍環境計画 D-01

■ 外部仕上表

部位 部位仕上 仕上

室名

■ 内部仕上表

風除室

市民ロビー

執務スペース、
公民館・図書館事務

相談室

区長文書作業室

会議室

研修室

民間施設事務室

小会議室

調理室

多目的ホール

和室

サロン

ふれあいロビー

図書館

読み聞かせコーナー

学習室

トイレ

廊下

屋根

軒天 基礎立上り

外壁-1

外壁-2

開口部

外壁-3

外壁-4

壁 天井 備考床

Al-Zn合金ﾒｯｷ着色鋼板(t=0.4) 特殊竪ﾊｾﾞ葺き(ﾌﾗｯﾄﾙｰﾌ)

ｹｲｶﾙ板(t=6.0)目透かし張り EP塗装、杉板(t=12)張り WP塗装

外装薄塗材E（窒業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(t=14)下地、ｺﾝｸﾘｰﾄ下地）

杉板張り(t=15) WP塗装

Al-Zn合金ﾒｯｷ着色鋼板(t=0.4) 竪ﾊｾﾞ葺き

ｱﾙﾐｻｯｼ、Low-E複層ｶﾞﾗｽ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し ﾌｯ素樹脂ｶﾗｰｸﾘｱ塗装
ﾓﾙﾀﾙ塗り

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ﾌｯ素樹脂ｶﾗｰｸﾘｱ塗装

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押え 防塵塗装 杉板張り（t=12）

複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 杉板(t=12)張り OSCL塗装、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ EP塗装 杉板張り（t=12）

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ OAﾌﾛｱ、窓口ｶｳﾝﾀｰ

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ OAﾌﾛｱ

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ、一部ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

ﾀﾀﾐ敷

複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

ﾀﾀﾐ敷

複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ EP塗装

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ EP塗装

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

吸音材下地 有孔ｼﾅ合板(t=5.5)張 OSCL塗装

流し台

防音仕様

調理台、収納家具ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上 吸音材+杉板目透かし張(t=12) OSCL塗装

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

ｼﾅ合板(t=5.5)張 OSCL塗装

杉板(t=12)張り OSCL塗装

杉板(t=12)張り OSCL塗装

杉板(t=12)張り OSCL塗装

ｼﾅ合板(t=5.5)張 OSCL塗装

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ NAD塗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し EP塗装

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

流し台

流し台杉板張り（t=12）

杉板張り（t=12）

外部床
（ｴﾝﾄﾗﾝｽ広場）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押え 防塵塗装
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美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書

立面図（１）

(株)龍環境計画 D-06S=1:200

東側立面図

南側立面図

外壁-1

仕上記  号

外壁-2

杉板 t=15 板張り WP塗装
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Al-Zn合金ﾒｯｷ着色鋼板 t=0.4 縦葺き

外装薄塗材E
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・外壁-3・外壁-3

・外壁-3

最
高

高
さ

　
65

0
0

6
4
0
0

最
高

高
さ

　
65

0
0

最
高

高
さ

　
65

0
0



美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書 (株)龍環境計画 D-07S=1:200

西側立面図

北側立面図

外壁-1

仕上記  号

外壁-2

杉板 t=15 板張り WP塗装
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Al-Zn合金ﾒｯｷ着色鋼板 t=0.4 縦葺き

外装薄塗材E
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ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 撥水剤塗布
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建築基準法・建築基準法施工令チェックシート

関係法規 内容

法22条
（22条区域）
防火地域及び準防火地域以外の市街地について・・・
屋根の延焼の恐れのある部分・・・

22条区域外のため、適用外

法25条
（木造建築等の外壁等）
延べ面積1,000㎡を超える木造建築等はその外壁及び軒裏で延焼の恐れのある部分を、
防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に規定する構造としなければならない

部分により構造を異にする建築物の
棟の解釈について（住防発第14号）
により木造建築部分を1000㎡以下とする

法26条
（防火壁）※木造の場合
延べ床面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に
区画し、かつ、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内としなければならない

部分により構造を異にする建築物の
棟の解釈について（住防発第14号）
により木造建築部分を1000㎡以下とする

法27条 （耐火構造としなければならない特殊建築物）
集会所、客席の面積が200㎡以上

多目的ホールと周辺諸室を耐火建築物と
し、当該部分を部分により構造を異にす
る建築物の棟の解釈について（住防発第1
4号）により別棟扱いとする

法35条
（避難及び消化に関する技術的基準）
1,000㎡を超える建築物・・・政令に定める技術的基準に従って、
避難上及び消化上支障がないようにしなければならない
→令116条の2、令117条～令128条の3、令129条

部分により構造を異にする建築物の
棟の解釈について（住防発第14号）
により木造建築部分を1000㎡以下とする

令116条の2
（窓その他の開口部を有しない居室）
・採光：居室の床面積の1/20以上必要、
　開放できる面積が居室の床面積の1/50以上必要
・2室1室とみなす規定

窓その他の開口部を設ける

令118条 （客席からの出入口）
集会場における客席からの出入口戸は内開きとしてはならない

内開き戸、以外とする

令126条
（排煙設備）
特殊建築物で500㎡を超えるもの、または1,000㎡を超える建築物は排煙設備を
設けなければならない

排煙設備を設ける
構造については令126条の3

令126条の3
（排煙設備の構造）
・床面積500㎡以内ごとに、防煙壁
・天井から80cmの排煙口、面積の1/50以上の開口面積

適合した排煙設備を設ける

対応処置

令128条
（敷地内の通路）
出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5ｍ以上の通路を
設けなければならない

令128条の2に準ずる

令128条の2

（大規模木造等の建築物の敷地内における通路）
主要構造部が木造の建築物で呼べ面積が1,000㎡を超える場合は、その周囲
（道に接する部分を除く）に幅員が3ｍ以上の通路を設けなければならない
但し、3,000㎡以下で敷地境界線に接する部分の通路は
幅員1.5ｍ以上とすることができる

幅員3m以上の敷地内通路の確保

法35条の2

（特殊建築物等の内装）
特殊建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築、
延べ面積が1,000㎡以上の建築物又は建築物の調理室
（かまど、こんろその他の火を使用する設備を設けたもの）はその壁及び天井
（天井のない部分に関しては屋根）の室内に面する部分の仕上げを
防火上支障がないようにしなければならない

部分により構造を異にする建築物の
棟の解釈について（住防発第14号）
により木造建築部分を1000㎡以下とする

令128条の4 3
（内装制限適用除外）
延床面積が1,000㎡を超える建築物は、階数が2で延べ床面積が1,000㎡をこえるもの
または階数が1で3,000㎡を超えるもの以外とする

平屋、延床面積3,000㎡以下程度とし、
令128条の4 3については、
内装制限、適用外とする

法35条の3

（無窓居室の主要構造部）→令111条の開口
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、
その居室を区画する主要構造部を耐火構造、又は不燃材でつくらなければならない
（但し、別表第1（い）欄（１）項に揚げる用途に供するものについては
この限りではない）

政令で定める窓その他の開口部を設ける

令111条

（窓その他の開口部を有しない居室等）
・採光：居室面積の1/20以上
・直接外気に接する避難上有効な構造、直径1m以上の円が内接することがでる、
　又はW75㎝以上H1.2m以上
・2室1室とみなす規定

令126条の4
（非常用照明）
延べ床面積1,000㎡を超える建築物の居室、及びこれらの居室から地上へ通ずる廊下、
…（採光上有効に直接外気に解放された通路を除く）には
非常用照明を設置しなければならない

非常用照明を設ける

政令で定める窓その他の開口部を設ける

消防法
令12条

（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備の設置基準）
集会場：延べ面積6,000㎡（平屋以外）、
無窓階1,000㎡以上の場合ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置

消防法
令11条

（屋内消火栓の設置基準）
集会場：延べ面積500㎡以上、
図書館：延べ面積700㎡以上、事務所：延べ面積1,000㎡以上
の場合、屋内消火栓設置

防火対象として16項（ｲ）とするが、
特例により、消防用設備については
15項とする

消防法
令19条

（屋外消火栓の設置基準）
・1階の床面積が、その他の建築物3,000㎡以上のもの
・同一敷地内にある二以上の建物で、相互の外壁間の中心線からの水平距離が
　3m以下の場合

延床面積を3,000㎡以下とし、
他の建物との距離を3m以上設ける

消防法
令10条

（消火器具の設置条件）
集会場：延べ面積150㎡以上、図書館：延べ面積300㎡以上、
事務所：延べ面積300㎡以上

消火器具を設置する

関係法規 内容 対応処置

消防法チェックシート

官公庁施設の総合耐震
・対津波計画基準

（耐震性能）
Ⅱ類：大地震後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを
目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする

施行令の必要保有水平耐力の数値に
1.25を乗じた数値とする

山口県
福祉のまちづくり条例

敷地内の通路、駐車場、建築物の出入口、利用居室の出入口、廊下等
便所、授乳室、案内板、避難設備等、受付カウンター・公衆電話、等

山口県の福祉のまちづくり条例に基づく

関係法規 内容 対応処置

その他関係法令チェックシート

（建築費構造部材の耐震安全性確保）
A類：外部及び、活動拠点室、活動支援室、設備室等、
大地震後建築費構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、
人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする

構造体の変形に対して追従する家具
または備品の固定屋外の通路の設計
への配慮

（建築設備の耐震安全性確保）
甲類：大地震後の人命の安全確保及び二次災害の防止、
大きな補修をすることなく、
必要な設備機能を相当期間継続できることを目標とする

不測の事態により、必要な設備機能を
発揮できない場合を想定し、
代替手段に配慮する

美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本設計書

2）関係法令チェックシート

(株)龍環境計画 D-08

平屋とし、
政令で定める窓その他の開口部を設ける

改正建築物省エネ法
(令和3年4月施行)

省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、
非住宅部分の床面積の合計の下限を 2000 ㎡から 300 ㎡に引き下げ、
基準適合義務の対象範囲を拡大

省エネ基準を適合する

関係法規 内容 対応処置

区域区分

用途地域

防火地域

法22条区域

容積率

建蔽率

道路斜線制限

敷地斜線制限

日影規制

前面道路

敷地面積

地名地番

都市計画区域内

指定なし

勾配1:1.5

20m+勾配1:1.25

対象区域外（県条例第21条2）

北側幅員13.3ｍ　南側幅員4.8ｍ

7,431.84㎡

美祢市秋芳町秋吉5353番地１ほか

指定なし

指定なし

70％

200％

敷地条件

延床面積 1,432.23㎡
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3）事業計画概要

(株)龍環境計画 D-09

■事業スケジュール

合併推進債の活用を想定しているため、建設事業を令和４年度までに終え、令和６年度に事業を完成させるスケジュールとします。

令和２(2020)年度 令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度

8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 34 5 6 7

基本設計

実施設計

建設工事
・外構工事

確認申請他

検査、引渡し発注準備

合併推進債期限

解体設計

解体工事

庁舎移転

秋吉公民館、秋芳総合支所等

供用開始

秋芳体育館

秋芳体育館 秋吉公民館、秋芳総合支所等

■概算工事費

直接工事費

直接工事費+諸経費

[単位：円]

消費税

概算工事費

10%

工事価格+消費税

600,000,000

60,000,000

660,000,000

㎡単価（税込み） 460,000

■基本計画単価ベース（参考）

概算工事費（参考） 687,500,0001,432.23㎡×48万/㎡

※既存解体工事費、外構工事費を含まず
※延床面積（建築基準法）：1,432.23㎡

令和６(2024)年度

8 9 10 11 12 1 2 34 5 6 7

外構工事
(秋吉公民館解体跡地)

[単位：円]

秋吉公民館解体跡地

諸経費

工事価格

138,000,000

462,000,000
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外観
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市民ロビー、執務スペース内観
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多目的ホール内観


